
関東地方整備局事業評価監視委員会（平成１６年度第５回）

対 象 事 業 一 覧

○再評価対象事業

事 業 箇 所 名 再評価理由

道路事業 １．一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道【金沢～戸塚】 ②
〔高速横浜環状南線〕

計１事業

再評価理由
①：事業採択後、５年以上経過した時点で未着工の事業
②：事業採択後、１０年を経過した時点で継続中の事業
③：事業採択前の準備・計画段階で５年間が経過している事業
④：再評価実施後、５年間が経過している事業
⑤：社会情勢の急激な変化等により再評価の実施の必要が生じた事業

※都市計画の決定又は変更が行われた事業における事業採択は「都市計画の
決定又は変更」に読み替えることができる


